
第１０章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき 

１ 仕事を辞めるとき 

（１）無期労働契約の場合（退職） 

    ア 合意退職 

労働者（会社）が退職の意思表示をし，会社（労働者）が受理するこ

とで労働契約が解除されます。 

イ 自己都合退職 

労働者が会社に退職を申し出て１４日を経過すれば、労働契約が 

解除されます。ただし、就業規則で「何日前」という規定があれば、規

定に従うことが望ましいでしょう。また、やむを得ない理由があるとき

は、直ちに辞めることができます。 

ウ 定年退職 

         労働者が一定の年齢に達した時に労働契約が終了します。 

 

（２）有期労働契約の場合（契約期間満了） 

契約期間が満了することに伴い労働契約が終了します。 

やむを得ない理由がない限り、契約期間の途中で辞めることはできな 

いが、やむを得ない理由があるときは、直ちに辞めることができます。 

 ただし、１年を超える有期労働契約を結んだ労働者は、当該労働契約 

の初日から１年を経過した日以降、使用者に申し出ることにより、いつで 

も辞めることができます。 

 

（３）無期労働契約および有期労働契約の場合に共通して 

明示された労働条件と実際が違う場合は直ちに退職できます。使用者

から借りている金品は、速やかに返却しましょう。 

また、健康保険には、退職後も一定期間適用を受けることができる制度 

があります。 

 

（４）使用者の義務 

ア 賃金及び積立金、貯蓄金などについて 

労働者から請求があれば、７日以内に、賃金を支払い、また、積立 

金、貯蓄金などの労働者の金品を返還しなければなりません。 

資格喪失の前日まで継続して１年以上被保険者であった者で、資格喪

失の際、傷病手当金を受けているか、または、支給要件を満たしている者

は引き続き支給を受けられます。 

 

★★問い合わせ先★★ 

加入している健康保険組合又は全国健康保険協会（Ｐ１３０参照） 

 

 

５ 厚生年金保険 

厚生年金保険は、会社や工場などで働く労働者が年をとって働けなくなっ

たり、障がい者となったり、死亡した場合に年金や手当金を支給し、労働者

やその家族の生活の安定を図る制度です。 

（１）適用事業所 

船舶が強制適用事業所になるほかは、健康保険と同じです。 

 

（２）適用労働者 

原則として、適用事業所に働く７０歳未満の人は他の年金制度が適用さ

れる人を除いて、すべて適用されます。 

パートタイム労働者も健康保険と同様の要件を備えていれば適用されま

す。船員を除いて臨時・日雇労働者などは、国民年金の適用とされる場合

があります。 

 

（３）保険料の負担 

健康保険と同様です。 

 

★★問い合わせ先★★ 

年金事務所（Ｐ１３１参照） 
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